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神奈川県居住支援協議会　空き家相談協力事業者登録制度

クリック

1 空き家のまま管理する

1　自身で管理する
　大切に住んでいた家も、住んでいないと傷みは早くなる一方です。手入れを行っ
ていないと草木が繁茂したり、屋根や外壁の一部が落下したり、家全体が傷んで
最終的には倒壊してしまう危険性もあります。
　また、防犯性の面においても不審者の侵入や放火などを誘発する恐れがあります。
家の傷みが進行すると、補修などの費用が大きくなってしまいます。当面はその
ままにする場合でも、将来的に活用するときのために、適切な管理を行いましょう。

右ページの空き家のお手入れ・セルフチェックリストを使って
自分で空き家を管理する際の主なチェック内容を確認しましょう。

2　事業者等に管理を委託する
　遠方に住んでいる、高齢者であるなどの理由により所有者ご自身が空き家を管理
することが難しい場合は、庭木の剪定や除草などの作業を管理代行サービスを実施
している民間業者に任せることを検討されても良いかもしれません。
　神奈川県内の市町村、不動産団体及び福祉団体等で構成する神奈川県居住支援協
議会では、空き家相談対応への協力事業者登録制度を設け、空き家管理事業者を
含めた登録事業者の情報を提供しています。
　事業者情報は、協議会へお問合せいただくか、協議会ホームページをご覧くだ
さい。

空き家のお手入れ・セルフチェックリスト

 家の外まわり 
□  草取、庭木の剪定 　草取、越境している枝等の剪定、庭木の剪定、消毒等
□  敷地内清掃 　敷地内の落ち葉やごみの掃除
□  郵便物の整理 　ポスト、玄関への郵便物、配布物等の整理

 □  家のまわり
 　  臭気、ごみの不法投棄、害虫発生
　　雑草、樹木の繁

 家の内部
□  通風・換気 　窓、収納の開放、換気扇の運転
□  通水 　 　蛇口の通水、排水口に水を流す（防臭、防虫等）
□  清掃 　 　室内の清掃等

 □  その他
 　  雨漏り、カビ
 　  害虫の発生、給水
 　  排水の不具合、
 　  臭気

【 家のお手入れ 】

【 家の傷み具合のセルフチェック 】

自分で
チェッ

ク！

 □  軒
 　  軒裏の異状（ハガレ、破損、浮き）

 □  バルコニー等
 　  腐食、破損、傾き、サビ

 □  外壁
 　  腐朽、ハガレ、破損、浮き

 □  屋根
 　  屋根の異状（変形、ハガレ、破損）

 □  窓、ドア
 　  ガラス割れ、傾き、開閉の不具合

 □  土台・基礎
 　  破損、腐食、ズレ
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 □  雨樋
 　  水漏れ、腐食、ハガレ

〈問い合わせ先〉

神奈川県居住支援協議会 事務局
公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会　TEL：045-664-6901


